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今後の研究開発と知的財産管理のあり方：三つの論点

長 岡 貞 男

抄 録 近年，日本企業の研究開発の効率性・収益性の低下の問題に対処するために知的財産権の

活用が注目されている。本稿では，研究開発志向の企業が直面している重要な課題に着目して，今後

の研究開発と知的財産管理のあり方を検討する。第一に，本稿の分析結果によれば，研究開発のスピ

ードが速い企業は，質の高い特許を獲得している。研究開発競争の高まりに対応して，特許権のプラ

イオリティー・ルールに適合した研究開発が重要となっている。第二に，本稿の分析によれば，発明

のサイエンス・リンケージが高い企業の特許の質は高い。科学研究成果を効果的に研究開発に反映す

る能力の構築も重要となっており，その一貫として用途に誘発された基礎研究が重要となる場合もあ

ろう。第三に，企業の知的財産管理は，生産・販売能力などの補完的資産における競争優位の強さ及

び研究開発戦略（目標とする技術と市場）の変化に効果的に対応していく必要があろう。
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. は じ め に

近年，日本企業の研究開発の効率性・収益性

の低下が問題となっており，これに対処するた

めに知的財産制度の活用が注目されている。研

究開発競争の激化，バイオテクノロジーなどの

分野で典型的に見られるような科学と技術の接

近，製造・販売能力の面での競争の激化など日

本企業は研究開発戦略において対応すべき重要

な課題に直面していると言えよう。またそれぞ

れの課題への対応において知的財産管理が重要

な役割を果たすと えられる。本稿では，第２

章から第４章において，以下の三つの重要な課

題に着目して今後の研究開発と知的財産管理の

あり方を検討したい。

第一は，特許権のプライオリティー・ルール

に適合した研究開発の推進である。特許制度の

基本は最初の発明が排他権を獲得できるプライ

オリティー・ルールである。研究開発競争が厳

しくなるほどこのルールに対応した研究開発の

推進が重要になる。プライオリティー・ルール

の下では，重複的な研究では特許権を得ること

ができないのみならず，研究開発のスピード（先

行研究の成果を活用して新規の発明を行う早

さ）が高い企業はより重要な特許権を獲得でき

る。第２章において米国特許データの分析から

この含意が現実に成立していることを示す。

第二は，科学研究成果を効果的に研究開発活
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動に反映することである。この文脈で企業にと

っても基礎研究が重要な役割を果たす可能性が

ある。基礎研究であっても用途に駆動された研

究の成果は特許保護の対象にもなる可能性があ

り，そのような研究は研究開発の先行優位性を

確保し，また質の高い特許を獲得する上でも重

要な場合があるからである。第３章では米国特

許データの分析から，発明のサイエンス・リン

ケージ（発明の先行文献として多くの科学文献

を引用している）が高まっていること及び，ま

たそれが高い企業の特許は，平 的に（被引用

度で評価した）質も高いことを示す。

第三に，企業の知的財産管理は，補完的な資

産の競争状況の変化及び研究開発戦略（目標と

する技術と市場）の変化に効果的に対応してい

く必要がある。研究開発の専有可能性を確保す

る上で，従来は，生産・販売能力などの補完的

な資産における優位性が非常に重要な役割を果

たしてきた。補完的な資産は今後とも重要では

あるが，知的財産への投資水準が高くなり，そ

の内容が高度になり，同時に補完的な資産にお

ける競争が強まるにつれて，知的財産権を活用

した保護による補完が重要になってきている。

第４章ではこの点を検討する。

. 特許のプライオリティー・ルール
と研究開発のスピードの重要性

. プライオリティー・ルールの原理

特許権は，新規性がある発明にしか付与され

ない。最初に発明した企業のみが特許権を得ら

れ，二番手以降の企業は何ら権利を得ることが

出来ない。最初に発見した者のみが権利を獲得

できるルールは，プライオリティー・ルールと

呼ばれ，科学の世界においても最も基本的な競

争ルールである 。すなわち，科学の世界でも理

論，現象などの最初の発見者のみがその名誉を

得ることができ，学術雑誌にその研究成果を発

表することができる。

知的財産の創出にプライオリティー・ルール

がなぜ採用されているか，以下の三つの理由が

重要であろう。第一に，重複した研究開発を排

除することができる。研究開発の成果は知識で

あり，その利用を拡大する上で追加的な費用は

かからない。したがって既に見い出されている

知識を得ることを目指した投資を継続すること

は完全に重複した投資となる。プライオリティ

ー・ルールは研究開発によって新知識が発見さ

れた時点でその成果の公開を促し，重複投資を

継続する利益を無くすことによって，重複研究

を排除し研究開発の効率を高める効果がある。

第二に，最初の発見者以外の発見者について

は，それを真の第二の発見者あるいは第三発見

者か単なる模倣者かどうかを判定することは困

難である。これは知識の利用には排他性が存在

しないことに起因している。最初の発見者によ

る知識をそのまま自らの研究開発の成果である

と主張する者が現れても，それが虚偽であるこ

とを証明することは容易ではない。この観点か

らすると最初の発見者以外に何らかの権利を付

与することはそもそも困難である。

第三に，仮に二番手の識別が可能であり，彼

に報酬を与えることが可能だとしても，二番手

以降に報酬を与えると研究開発への誘引が低下

する。産業組織の経済学で特許レースのモデル

の含意として知られているように，最初の発見

者に全ての報酬を与える制度は研究開発を迅速

に行うことへの強い誘因をもたらす 。簡略化

のために研究開発に従事する企業に２社（A，

B）があり，最初の発見者となるかどうかを決め

る確率（P(x，x)）は二つの企業の研究開発投

資の額（x，x）に依存するとする。一番となっ

た場合に得られる利益を W，二番となった場

合の利益をLとすると企業Aの研究開発から

の期待収益は以下の如くとなる。

π＝P(x x)W＋(1－P(x x))L－x ⑴
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企業Aが研究開発投資を拡大することによ

る限界利益は以下の如くとなる。

π/x＝ P(x x)/x(W－L)－1 ⑵

研究開発拡大への誘引は，一番となった場合

に得られる利益 W と二番となった場合の利益

Lとの差に依存する。二番手以降の企業にも何

らかの権利を付与することは，一番となった企

業の権利を制限することになるので，W を低

くしてLを大きくする効果を持ち，その双方の

効果によって（W－L）を小さくするので，研

究開発への誘引は下がるのである。

. 研究開発のスピードと特許権の価値

プライオリティー・ルールによって特許権が

付与されることは，特許権の最も基本的な特性

であり，その最も基本的な含意として，重複研

究を避けるために既存の特許文献あるいは学術

文献などの情報を十分に生かして研究開発を効

率的に進めていくことが非常に重要である。特

許庁が最近（2003年）行った特許拒絶の根拠と

なった在来文献の年齢についての分析は，企業

が実際にどの程度公知文献の情報を研究開発の

選択や特許審査請求行動に生かしているのかに

疑問を投げかける。同調査によれば，表１に示

すように，拒絶査定された特許請求の多くがか

なり古い文献によって拒絶されている。すなわ

ち，拒絶となった出願は，平 で出願時点から

８年前の既存技術によって拒絶されている。さ

らに，拒絶理由となった既存技術文献のうち出

願時点で96％が調査できる可能性があり，また，

研究期間を１年半とすると研究開始時点でも，

その従来技術のうち76％が調査できる可能性が

あることが示されている。

プライオリティー・ルールの下では，研究開

発においてスピードが決定的に重要である。研

究開発において先行することによって研究開発

の成果を知的財産権で保護できる可能性が高ま

り，同時にその範囲も拡大する。企業Aのある

時点（t）までの研究開発の成果をα(t），他の競

争企業が同じ時点までに先行して開発した技術

範囲をβ(t）とすると，知的財産権による保護の

対象となる技術範囲は企業Aが新たに開発し

た部分のみであり，

α (t)＝α(t)－β(t) ⑶

である。研究開発のスピードが高い企業はβ(t）

の範囲と比べてα(t）の範囲が大きく，知的財産

権保護の対象となる範囲は拡大し，その質は改

善するのである。

このように企業の研究開発のスピードが高い

ことが質の高い特許を得るために重要であるこ

とは，米国特許のデータから確認することが可

能である。以下では米国のCHIリサーチ社が構

築した米国特許データベースを利用して分析を

している。図１は，各企業が保有している特許

の引用頻度のランク別（５ランク）に，各企業

の特許発明の既存文献からのラグ（すなわち，

特許の付与時点とその特許が引用している米国

特許の付与時点との差の中央値，以下ではテク

ノロジー・サイクル・タイム）の平 値を示し

ている。対象は，技術分野全体に加えて，医薬・

バイオ系，IT系（コンピューターと通信）及び

そのハイブリッドである医用電子工学の技術分

野である。図１は引用頻度が多い特許を保有し

ている企業のテクノロジー・サイクル・タイム

は有意に小さいことを示している。技術分野全

表① 拒絶理由を通知された出願に対する

従来技術の分布状況

研究開始時

点で調査可

能な従来技

術

出願時点で

調査可能な

従来技術

従来技術の

分布平

拒絶になっ

た案件
76％ 97％ 7.9年

(うち)戻し

拒絶になっ

た案件

76％ 96％ 8.0年

(出典) 産業構造審議会 知的財産政策部会特許制度

小委員会，特許戦略計画関連問題ワーキング

グループ中間取りまとめ（2003）
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体の平 では，1993～1997年に付与された特許

について，その後2002年末までに全く引用をさ

れていない特許権しか保有していない企業のテ

クノロジー・サイクル・タイムは平 で14年で

あった。これに対して，平 で15回を超える回

数引用された特許を保有する企業のテクノロジ

ー・サイクル・タイムは平 で7.8年，すなわち

半分弱であり，先行特許からのラグは著しく小

さい。個別産業を見ると，IT産業分野（コンピ

ューター・通信）では，技術分野全体の傾向と

同じく，引用頻度の高い特許を保有している企

業のテクノロジー・サイクル・タイムは有意に

短い傾向がある。ただしバイオ・医薬品分野及

び医用電子工学の分野でもその傾向は見られる

ものの，必ずしも明確ではない。バイオ・医薬

品分野では，先行研究として特許より科学文献

が重要であることがその原因であろう。

研究開発のスピードを決める要因には大きく

分けて二つある。一つは先行研究の進展の成果

等外部の情報を早期に把握し，それを自社内の

研究開発に反映させることである。既存技術に

よって特許性が否定される研究開発を行っても

それは無駄な投資となってしまう。既存技術の

動向を把握して，独自性のある研究開発計画を

練ることが研究開発の効率性と収益性を高める

上で必須である。第二は，内部の研究開発自体

のスピードである。後者は，研究開発のタース

クを並列で行える能力など内部の研究管理の能

力とともに，外部の研究資源をどの程度効率的

に利用できるかにも依存している。いずれの要

因も，企業外部の研究機会を早期に反映した研

究開発の実施とその発明の特許化を可能とする。

. 基礎研究と知的財産権

. 用途に誘発された基礎研究と有用性

基準

企業が科学研究成果を効果的に研究開発活動

に反映させることは，効率的な研究開発に非常

に重要である。その一環として企業自身の基礎

研究も重要な役割を担う場合もある。企業が基

礎研究を行うことは直接企業収益に貢献しない

ので，社会的な貢献にはなっても企業価値を高

めるには無駄な投資であるとされることもある

引用が無い企業群

特許当たり５回までの被引用企業群

10回までの企業群

15回までの企業群

15回を越える企業群

16.00

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

全
て
の
技
術
分
野
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薬
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テ
ク
ノ
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(説明) 1993～1997に付与された米国特許の2002年末までの引用（CHIリサーチ社

のデータベースによる筆者の分析）

図① 特許の被引用度とテクノロジー・サイクル・タイム
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が，基礎研究は企業研究の効率性を高める上で

不可欠な役割を果たす可能性がある。特許保護

の対象にもなる技術の発明をもたらす可能性が

あることに加えて，研究開発の先行優位性を確

保し，また質の高い特許を獲得する上でも重要

な場合もあるからである。以下では，この２点

について論じよう。

先ず，基礎研究は原理を求めた研究であり，

応用研究は現実世界での応用可能性を確立する

ための研究であるので，基礎研究は用途とは関

連性のない研究だとする誤解を正す必要性があ

る。研究開発は一般に基礎研究，応用研究及び

開発研究の段階に目的別に分けられるが，基礎

研究（basicresearch）は，「特別な応用，用途

を直接に 慮することなく，仮説や理論を形成

するため若しくは現象や観察可能な事実に関し

て新しい知識を得るために行われる論理的又は

実験的研究」とされている（科学技術研究調査

報告 ）。この定義にあるように，基礎研究は用

途を 慮しない研究であり，かつまた原理ある

いは法則についての知識を得るための研究であ

るとすると，その成果は特許として保護される

のではなく，学術論文として発表されるか企業

秘密として保護されることになる。しかし，こ

のような見方は，科学の進歩が一方向的に技術

の進歩をもたらすと想定するリニア・モデル（す

なわち基礎研究→応用研究→開発研究と直線的

に知識の発見と移転が進むとの見方）に依拠し

ており，現実性のある見方とは言えない。

現実の科学研究は現実の用途に駆動されなが

ら原理的な解明に至る基礎研究も多い。パスツ

ールの研究がその典型かもしれない。ストーク

スは，このように基礎研究においても用途（す

なわち現実世界の需要）に誘発された研究が重

要であることを認識して，科学研究の四象限モ

デルを提唱した 。彼は，図２に示すように，原

理の理解を目的とした研究であるかどうか，及

び用途を 慮した研究であるかどうかを，排他

的な関係にあると見なすのではなく，研究を特

徴づける独立の特徴と える。したがって科学

研究は四つの象限に分けられる 。原理追求型

で用途を 慮しない研究を純粋基礎研究（ボー

アの象限），原理追求型だが用途を 慮する研究

を用途に啓発された基礎研究（パスツールの象

限），用途のみを 慮した研究を純粋応用研究

（エディソンの象限）とした。ストークスが強調

している点は，基礎研究にも用途に啓発された

研究（パスツールの象限）があり，これが科学

の発展にもその産業化にも非常に重要であるこ

とである。

それぞれの象限がどの程度重要であるかを示

す包括的な統計資料は存在しないが，Comroe

andDripps（1976）の研究は一つのケーススタ

ディーとして有用である 。彼らは心臓手術を

可能にする上で鍵となる重要な論文を専門家の

協力を得て，約500論文探し出し，またそれぞれ

がどの象限に位置づけられるかを分析した。そ

の分析結果によれば，論文全体の内での37％が

ボーアの象限にあり，25％がパスツールの象限，

21％がエディソンの象限である。このケースか

らは二つの重要なメッセージをくみ取れよう。

第一に，用途を 慮しない基礎研究が結果的に

は心臓手術という現実世界で重要性が高い技術

の開発に大きな貢献をしていること，第二に，

用途に誘発された基礎研究も同時に重要である

用途の 慮：No 用途の 慮：Yes

原理の追求

：Yes

純粋基礎研究

（ボーアの象限)

37％

用途に啓発された基

礎研究（パスツール

の象限) 25％

原理の追求

：No

純粋な応用研究（エ

ディソンの象限)

21％

(注) 数値は麻酔が利用可能となった時点（1846）以

降の文献で，心臓手術を可能（1954）とするう

えで鍵となる500の論文の象限別の分布（％）。

残りの17％はdevelopment，２％はreview &

synthesis（ComroeandDripps（1976））。

図② 研究の四象限モデル(Stokes(1997)を加工)
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ことである。

基礎研究においても用途に誘発された研究が

重要であることは，同時にそうした分野の基礎

研究の成果は特許として保護されうることを意

味している。基礎研究の成果において，自然法

則，物理現象及び抽象的なアイデア自体には特

許は付与されないが，その研究成果に特定の用

途に応用する技術的な工夫が存在する場合には

それは特許対象となり得る。特許に要求される

用途の具体性は，有用性基準及び実施可能性要

件の問題である 。日本の場合は，従来こうした

基準から特許性が問題となるケースはあまり多

くはなかったが，科学的な進歩で駆動される発

明が重要になるにつれて有用性基準は重要にな

ってきている。特許法第２条は発明を「技術的

思想」であると定義し，それは反復可能性があ

ることを要件にしている 。最高裁判所の判例

は，「特許制度の趣旨に照らして えれば，その

技術内容は，当該の技術分野における通常の知

識を有する者が反復実施して目的とする技術効

果を挙げることが出来る程度にまで具体的・客

観的なものとして構成されていなければならな

いものと解するのが相当であり，技術内容が右

の程度にまで構成されていないものは発明とし

て未完成のものであって，法２条１項にいう「発

明」とは言えない」と判示している。すなわち

発明が技術的に未完成であれば特許性は否定さ

れる 。出願書類の記載要件を定めた特許法36

条４項も実施可能性を確保するに十分な開示を

行うことを要求している。逆に言えば，このよ

うな要件を満たす限り，基礎研究の成果も特許

となりうるのである。

米国では，有用性の要件は特許法の101条に定

められており，バイオテクノロジーなどの分野

での審査基準の適用の経験に基づいて，2001年

に公表された米国特許庁の新たなガイドライン

は，「101条は，発明は具体的で，実質的であり

かつ裏付けのある（credible）有用性によって支

持されることを要件にしている」と解釈してい

る 。米国特許庁の審査マニュアルによると，具

体的な有用性（specificutility）とは広範囲の発

明に適用可能な一般的な有用性ではなく，特許

対象に固有な（specifictothesubjectmatter）

有用性でなければならない 。また実質的な有

用性（substantialutility）とは現実世界での有

用性があるかどうかであり，それを合理的に確

認するには更なる研究を必要とするような有用

性は実質的な有用性ではない。それに加えて，

主張を裏付けている論理に深刻な欠陥があり，

また主張が根拠としている事実が主張と整合的

でない場合には，そのような主張は裏付けのあ

る（credible）主張ではない。発明を不必要な実

験をすることなしに実施し利用することを可能

とするような明細書の記載を要求している112

条も，間接的に有用性を要件としている。

. サイエンス・リンケージの強まりと

特許価値

基礎的な研究成果が特許となりうることは，

1990年代以降の米国の大学を中心とした特許取

得の大幅な増加が良い証拠となっている。表２

に示すように，米国特許における大学発明の比

率は1980年代の半ばと比較して３倍になってい

る（技術分野全体で1.3％から3.4％に増加）。特

にバイオテクノロジー及び医薬の分野では，

1998～2002年の期間において，米国特許件数全

体においてそれぞれ27％と17％を大学が取得し

ている。ITの分野では大学特許の割合はより小

さく，米国特許全体の１％程である。

Narin,HamiltonandOlivastro（1997）が

指摘したように，発明が先行文献として科学文

献を引用する頻度（以下，サイエンス・リンケ

ージ）も大幅に上昇している 。表２が示すよう

に，1983～1987年の期間と比べて1998～2002年

に大学を除く組織の平 で0.33件から1.80件に

上昇した。バイオテクノロジーや医薬品の分野
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は，サイエンス・リンケージが特に高い。バイ

オテクノロジーの分野では1998～2002年の期間

において特許が科学文献を引用する頻度は大学

を除く発明企業全体の平 で11.2件であり，

1983～1987年と比べて大幅に拡大した。ITの分

野では，大学を除く組織の発明全体のサイエン

ス・リンケージはコンピューター及び通信の分

野でそれぞれ1.4件と1.1件と低いが，上昇傾向

にある。この表に示すように，大学特許のサイ

エンス・リンケージはそれ以外の組織の倍の水

準であり，バイオテクノロジーや医薬品の分野

では，大学特許の割合が高まっていることと，

大学と産業の両方で発明のサイエンス・リンケ

ージが高まっていることによって，そのサイエ

ンス・リンケージが高まっている。

このようなサイエンス・リンケージの上昇は，

発明の価値にも重要な影響があると えられる。

基礎的な研究を基盤とした研究ではパイオニア

的な発明が得られやすいと えられるからであ

る。そのような発明が直ちに商業的な成功を保

証するものではないが，そのような発明に特許

権を得た企業はパイオニア発明を基盤としたそ

の後の研究開発競争で優位に立てることは確実

である。図３は，特許の引用頻度で企業を分類

し，各クラスに属する企業の平 のサイエン

ス・リンケージを集計したものである。これに

よると，引用頻度が高い企業の特許のサイエン

ス・リンケージは有意に高い。先ず，技術分野

全体の平 では，1993～1997年に付与された特

許について，その後2002年までに全く引用をさ

れていない特許しか保有していない企業のサイ

エンス・リンケージは平 で1.28件であった。

これに対して，平 で15回を超える回数引用さ

れた特許を保有する企業は平 で3.35件のサイ

エンス・リンケージがある。医薬品・バイオで

は，図３に示すように，引用回数とサイエンス・

リンケージの関係はより明確であり，引用頻度

が高い特許のサイエンス・リンケージはそうで

ない特許と比べて著しく高い。医用電子工学で

は明確な関係は無いものの，コンピューター・

通信などIT産業の分野でもこの関係は明確で

ある。

以上の分析が示唆しているのは，科学進歩の

成果を自社の研究開発の成果（発明）に活かせ

る企業がより質の高い特許を獲得することが可

能だという点である。これは必ずしも自社内で

基礎研究を行うことが良いことを示さないが，

基礎研究の成果を吸収し活用する能力を企業内

に構築することが重要であることを示唆してい

る。また，基礎研究が具体的な用途に導かれて

行われるものである場合，その研究成果に特許

権を得ることも可能である。

表② バイオ・医薬及びIT分野における大学特許の比率と

サイエンス・リンケージ

特許における

大学特許シェア

(％)

大学特許を除く組

織の特許のサイエ

ンス・リンケージ

大学特許のサイ

エンス・リンケ

ージ

1983～

1987

1998～

2002

1983～

1987

1998～

2002

1983～

1987

1998～

2002

医 薬 品 13.6 27.1 1.60 11.2 5.19 24.9

バイオテクノロジー 7.6 16.7 2.83 12.6 6.89 24.0

医用電子工学 9.5 8.9 0.71 2.7 1.41 10.0

コンピューター 0.6 1.0 0.36 1.4 2.14 6.8

通 信 0.5 0.9 0.36 1.1 2.12 6.0

技術分野全体 1.3 3.4 0.33 1.8 2.59 10.5

(出典) CHIリサーチ社の米国特許データベースより筆者作成
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. 研究開発の専有可能性と知的財産
権の役割

. 補完的な資産対知的財産権

知的財産権の最も基本的な役割は，研究開発

の成果の専有可能性（appropriability）を高め

ることである。専有可能性とは，新技術が生み

出す社会的な利益の内で，開発企業が利益とし

て確保できる程度である。新技術は，新製品あ

るいは既存製品の改良などをもたらし消費者の

効用を高めるか，あるいは製品の供給コストを

下げる効果がある。いずれの場合も，消費者が

製品の利用から受ける便益とその製品を供給す

る為に必要なコストとの差（＝社会的な利益）

を拡大する。企業が利益として回収できるのは，

多くの場合，新技術がもたらすこのような社会

的便益の一部である。企業が獲得できる利益の

大きさは，技術自体の水準とともに，その社会

的な便益を専有出来る程度に依存する。

企業が専有可能性を確保する手段には大きく

分けて二つある。一つは生産，販売能力などの

補完的な資産構築における優位性によって間接

的に専有可能性を確保することである。もう一

つは，知的財産権であり，特許あるいは企業秘

密など知的財産権によって知識の利用を直接管

理することである。前者の場合，新技術をライ

センスするのではなく自ら製造販売に利用して，

すなわち自社実施によって利益を確保すること

を前提としている。研究開発に成功した企業は，

その技術を自ら実施することができることに加

えて，研究開発段階の先行者の立場を利用して

新技術の実施（商業化）においても先行者利益

を得やすい。例えばパイオニア企業は最初に新

製品を市場に投入することがより容易に行える

ので，その場合，他の企業が参入するまでの間

は独占的な利益を得られる。また最初に市場参

入した企業はより大きな設備を構築することも

可能である。このような市場化における先行者

利益が大きい場合には，たとえ知的財産権によ

る保護が無くても，研究開発投資の回収が可能

となる。特に，研究開発の成果を，既存の資産

（既存の工場や既存の流通経路）を活かしながら

商業化することが可能である場合，そのような

先行者利益の確保はより容易である。

補完的な資産の優位性が非常に重要な場合に
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10回までの企業群

15回までの企業群

15回を越える企業群

(説明) 1993～1997に付与された米国特許の2002年末までの引用（CHIリサーチ社

のデータベースによる筆者の分析）

図③ 特許の被引用度とサイエンス・リンケージ
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は，自社が保有する知的財産権の排除権は研究

開発の収益に大きな影響はない可能性がある。

問題となるとすれば，他者の特許権を侵害する

ことがもたらす損害賠償請求と差し止めの可能

性である。こうしたリスクを防ぐための防衛的

な役割を除けば，知的財産権の研究開発の収益

への直接的な貢献は小さく，知的財産権の役割

はいわば保険的な役割である。現実に，従来の

実証的な研究では，補完的な資産の方が知的財

産権よりも重要だと企業が認識している産業が

多いことを示している 。

しかしながら，総資産に占める知的財産のウ

ェイトが高まり，また補完的な資産における競

争が強まってくれば，知的財産権の役割は高く

なる。多くの日本企業において研究開発投資や

広告投資など知的財産への投資が設備投資など

それと補完的な有形資産への投資を上回る企業

も多くなっている。表３は，2000年度の有価証

券報告書によって，医薬品，通信・ゲーム，電

機，自動車の各産業において代表的な日本企業

の研究開発，広告宣伝及び設備投資への投資構

成を示している。医薬品産業では研究開発投資

が設備投資の６倍の水準であり，生産能力など

の補完的な資産が研究開発の収益性を維持する

のにあまり重要ではないことを示唆している。

通信・ゲーム産業でも同様な状況にある。電機

産業，自動車産業など「もの作り」型産業でも，

本体ベースでは研究開発投資は設備投資を大幅

に上回るようになっている。また高い製造，販

売能力を有した企業が多数市場に参入するよう

になってきていることも，補完的な資産のみで

は研究開発の利益を確保することを困難にする

重要な要因である。このような状況にあって，

知的財産への収益を確保していく上で知的財産

権の重要性は高まっており，知的財産管理は防

衛にとどまらず，自らが開発した知識の専有可

能性を保護する，より積極的な役割を担い始め

ていると言えよう。

補完的な資産における競争が強まっているこ

とは，企業は技術の自社による実施のみではな

く，他社へのライセンス（あるいはそれを体化

した部品や資本財の供給）によって研究開発投

資を回収することが重要になっていることも意

味している。自社実施のみに技術の利用を限定

すると，補完的な資産の制約によって市場で大

きなシェアを確保することが容易ではない場合

には，技術を活用する機会を失うことになる。

競争企業へのライセンスは自社製品を製品市場

で競争上不利にする効果もあるが，それは適切

なロイアルティーの設定によって中立化するこ

とが出来る。例えば，企業Aから競争企業Bへ

のライセンスによって，企業Bの製品の品質が

10,000円／単位相当上昇したとしよう。これに

対して9,000円／単位のロイアルティーを付加

表③ 無形資産と有形資産への投資比率（2000年度)

研究開発

(％)

広告宣伝

(％)

設備投資

(％)

投資総額

(10億円)

武田薬品工業 70.1 16.1 13.8 113.3
医 薬 品

エーザイ 75.9 12.4 11.7 61.3

日本電信電話 80.7 1.3 18.1 255.7
通信・ゲーム

スクウェア 74.3 11.8 13.8 19.6

東 芝 64.0 4.2 31.8 436.8
電 機

富士通 67.3 4.8 27.9 488.6

トヨタ自動車 55.8 12.4 31.8 767.3
自 動 車

マツダ 49.9 15.8 34.3 137.4

(出典) 日経NEEDSより筆者作成。単独決算。投資総額＝研究開発＋広告宣伝＋設備
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すれば，企業Aの製品の事業収益には大きな影

響を与えることなく，ライセンス収入を確保で

きるのである。

. 研究開発の特徴と知的財産権の役割

以上をまとめると，図４に示すように，知的

財産権の重要性は，研究開発の対象となる技術

が新しいほど，またそれを適用する市場が新し

いほど大きい。この図において研究開発の内容

はそれが既存技術の改良を目指したものかどう

か，新たな技術の確立を目指したものかどうか，

及び既存市場における応用を目指したものか，

新市場での適用をねらったものかどうかで四つ

の象限に分けられている 。対象とする技術が

既存技術の延長にはなくまた市場も未成熟な新

技術の開発，すなわちラディカルな研究開発に

おいては補完的資産の重要性は，そもそも限定

されている。新技術を商業化するためには，補

完的な研究の積み重ねによって商品化の具体的

な仕様と生産工程を確立することが必要であり，

企業が現在時点で構築している補完資産の重要

性は高くないからである。例えば，機能が解明

された遺伝子情報の場合，そのような遺伝子情

報が得られてもそれがどのような製品をもたら

し得るかを明らかにするには，更に多くの追加

的な研究が必要とされる。遺伝子情報を早い段

階で得たのみでは生産販売での先行優位性を確

保することは不可能である。したがって知的財

産権による保護が専有可能性を確保する主要な

手段とならざるを得ない。

他方で，研究開発が既存の技術及び市場の延

長にある場合，すなわちインクリメンタルな研

究開発の場合，補完的資産の優位性が研究開発

の収益を確保する上でしばしば有効な手段とな

る。そのような研究開発を商業化する上で既存

の補完的な資産が有効に活用できるからである。

また技術的な断絶（discontinuity）があっても

適用される市場が同じである場合，販売能力に

おける既存の優位性は依然重要であり，また生

産面での資産も部分的に活用できる可能性があ

る。更に，同じ技術を新市場に適用する研究開

発の場合（leverage-base）も，生産技術にかか

る資産は全面的あるいは少なくとも部分的に活

用できる。例えばある企業が国内と仕様の異な

る外国市場に初めて製品を供給する場合も，輸

出が可能な場合には国内の生産能力を使うこと

が可能であるかもしれない。

したがって，図４に示すように，知的財産権

の重要性は，研究開発において技術の内容面の

新規性とそれが適用される市場の新しさに応じ

て大きくなる。いわば，研究開発の技術リスク

と市場リスクが高いほど知的財産権はより重要

知的財産保護の重要性＝イノヴ

ェーションのリスクの大きさ

Radical

Discontinuity

Incremental

Leverage-base

図④ 研究開発戦略と知的財産権の役割
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知 財 管 理 Vol.54 No.３ 2004

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



になると言える。知的財産戦略は，このように

補完的な資産の有効性・競争状況の変化及び研

究開発の性格の変化に効果的に対応していく必

要があるのである。
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